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(57)【要約】
【課題】釣竿の調子を変更する剛性差を有する釣竿は、
釣竿を立てて取り込む際に、魚の引きによる竿の撓みの
頂部が穂先側から元竿側へ移動する際に、竿の抗力の変
化により魚に違和感を与えて、魚を暴れさせる事態が生
じる。
【解決手段】釣竿は、竿杆に掛かった魚による竿先から
の引き込みにより前記竿杆が撓む時に、前記竿杆に生じ
る曲がりの頂部の移動速度を変化させる複数の規制部材
が間隔を空けて前記竿杆に配置される。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　竿杆に掛かった魚による竿先からの引き込みにより前記竿杆が撓む時に、前記竿杆に生
じる曲がりの頂部の移動速度を変化させる複数の規制部材が間隔を空けて前記竿杆に配置
されることを特徴とする釣竿。
【請求項２】
　前記複数の規制部材は、同一な剛性を有し、
　竿調子を維持しながら、前記竿杆に対して、竿尻側から竿先側に向けて、互いの間隔が
徐々に広がるように配置されることを特徴とする請求項１に記載の釣竿。
【請求項３】
　前記複数の規制部材は、設計時の竿調子を維持する剛性を生じさせる範囲内の厚みで形
成されることを特徴とする請求項２に記載の釣竿。
【請求項４】
　前記複数の規制部材は、前記竿杆の長手方向と直交する方向に、樹脂材料を含浸した強
化繊維を所定方向に配列して形成されるシート状部材であることを特徴とする請求項１に
記載の釣竿。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、強化繊維を含浸する樹脂材料により形成された釣竿に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年における多くの釣竿等の管状部材は、樹脂材料を含浸したカーボン等の強化繊維、
所謂、プリプレグを巻回して作製されている。種々のプリプレグを組み合わせることによ
り、長さや外径だけではなく、異なる特徴を持つ管状部材を設計することができる。つま
り、樹脂材料内に占めるカーボン強化繊維の割合及び、カーボン強化繊維の巻方向等々を
適宜、組み合わせることにより、曲げ剛性やねじれ剛性等の固有の特性を得ることができ
る。
【０００３】
　釣竿においては、竿の剛性や調子を所望する設計にすることが可能であり、対象魚種や
目的に応じて様々な仕様の釣竿が作成されている。例えば、特許文献１には、釣竿本体と
同等以上の弾性率を有するプリプレグからなるシート素材（張り調整体）を部分的に宛が
うことにより、竿の全体的な調子を変化させる技術が提案されている。例えば、全体的に
中調子の釣竿の場合、最も大きく撓む箇所に張り調整体を宛がうことにより、その箇所の
曲げ強度をあげて、先調子の釣竿に変更させることができる。
【０００４】
　また、特許文献２においては、ヘラブナ用釣竿に関する提案であり、竿杆内部に発泡ウ
レタンからなる弾性充填剤を充填し、魚の引きによる振動を熱エネルギーとして吸収し、
竿先への振動の反射を無くすことにより、魚が暴れることを防止する技術が提案されてい
る。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開平２－４６２８８号公報
【特許文献２】特開２０１０－１８３８６９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　一般に、釣竿の厚みを変えることで、釣竿の調子及び剛性を変化することは、周知であ
る。しかし、軽量化を図ることを優先させた場合には、繰り返し設計変更が行われる場合
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もあり、容易には実現できない。また、前述した引用文献１では、単に、所望する領域の
厚さを変化させることにより、剛性や調子を変化させることは、手法としては容易である
。
【０００７】
　しかし、実際に釣竿を作成する場合、設計当初の釣竿の一部分を変更するため、釣竿全
体のバランス、例えば、竿先に負荷が掛かった釣竿の曲がりカーブにおける頂部の移動状
況も変化してしまう。
【０００８】
　引用文献１のように、釣竿の中央部分に張り調整体を宛がい、剛性を変化させた例では
、張り調整体が設けられた箇所と以外の箇所との剛性差が大きくなる。この剛性差により
、魚が掛かった釣竿を立てて取り込む際に、魚の引きによる竿における撓みの頂部が穂先
側から元竿側への移動で曲げ剛性が大きく変化することにより、魚の引きに対する反動が
大きく変化し、魚に違和感を与えて、魚を暴れさせる事態が想定される。
【０００９】
　また、引用文献２においては、魚の暴れを防止する目的は達成できても、釣竿に生じる
振動自体を吸収してしまうため、魚が掛かった際のダイレクトな引きによる醍醐味は失わ
れ、間に何者かを介在させた独自の釣感覚となり、竿の感度という点で使用者側の賛否が
分かれるものとなる。　
　そこで本発明は、掛かった対象魚の引きによる醍醐味を残しながら、竿の撓みの変化に
よる違和感を対象魚に与えず、容易な竿操作で取り込みを実現する釣竿を提供することを
目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　上記目的を達成するために、本発明に従う実施形態の釣竿は、竿杆に掛かった魚による
竿先からの引き込みにより前記竿杆が撓む時に、前記竿杆に生じる曲がりの頂部の移動速
度を変化させる複数の規制部材が間隔を空けて前記竿杆に配置される。
【発明の効果】
【００１１】
　本発明によれば、掛かった対象魚の引きによる醍醐味を残しながら、竿の撓みの変化に
よる違和感を対象魚に与えず、容易な竿操作で取り込みを実現する釣竿を提供することが
できる。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】図１は、本発明の一実施形態における釣竿の全体的な外観構成を示す図である。
【図２】図２（ａ），２（ｂ）は、実施形態における竿の断面構成を示す図である。
【図３】図３は、実施形態の一本竿における概念的な釣竿の曲げ剛性と従来特性との比較
を示す図である。
【図４】図４は、実施形態の継ぎ竿における概念的な釣竿の曲げ剛性と従来特性との比較
を示す図である。
【図５】図５は、実施形態の釣竿に製作について説明するための図である。
【図６】図６は、実施形態の規制部を設けた釣竿における剛性の特性を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　以下、図面を参照して本発明の実施形態について説明する。　
　図１乃至図４を参照して、実施形態における釣竿について説明する。ここで、図１は、
本実施形態に係る釣竿の全体的な外観構成を示す図、図２（ａ），２（ｂ）は、釣竿の特
徴を説明するための断面構成図である。図３，図４は、本実施形態の釣竿の剛性と従来特
性との比較を示す図である。本実施形態の釣竿は、樹脂材料を含浸したカーボン等の強化
繊維、所謂、プリプレグを巻回して作製される一本竿、所謂ワンピース竿及び、複数に分
割されて継ぎ足しにより一本竿となる継ぎ竿の両方に適用することができる。
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【００１４】
　まず、図３及び図４を用いて、本実施形態の釣竿における剛性特性（ｍ，ｐ）と従来特
性（ｎ，ｑ）との比較について説明する。図３は、ワンピース竿における硬さ特性を示し
、図４は、継ぎ竿における硬さ特性を示している。
【００１５】
　１本の釣竿で、大きさ、重量及び引き具合が異なる複数の対象魚種に対応させる場合に
は、図３に示す曲げ剛性ｎのように、竿尻側の曲げ剛性を大きくし、竿先の曲げ剛性を小
さくして、その剛性差を大きくすることで、竿先の感度を高め、且つ竿尻側を硬くするこ
とにより、対象魚が大きく、重量があっても、魚の引き寄せ及び溜めの良さの効果が得ら
れる。この曲げ剛性ｎは、大型サイズで引きが強い魚に対しては、竿全体的に撓みが生じ
て有用である。しかし、小型サイズの魚に対しては、竿先に撓みが集中し、釣竿全体によ
る撓みがなく、釣の醍醐味という意味では不十分な竿特性である。
【００１６】
　本実施形態では、図３に示す曲げ剛性ｍは、曲げ剛性ｎに対して、竿尻側の曲げ剛性を
小さくし、竿先の曲げ剛性を大きくして、その剛性差を少なくする。この変更により、竿
尻側に曲げを生じさせることにより、小型サイズの魚種であっても釣竿全体で魚による引
きを感じ取ることができ、魚の引き寄せ及び溜めの良さの効果が得られる釣竿を提案して
いる。この曲げ剛性ｍを得られる釣竿は、竿先側の剛性を高めるため、曲げ剛性ｎにおけ
る釣竿よりも、樹脂材料を含浸したカーボン等の強化繊維、所謂、プリプレグの使用量が
多く、重量が増加する、即ち、釣竿を手持ちした際に、釣竿の重さを感じることとなる。
そこで、後述する実施形態の手法により、軽量化も実現する。
【００１７】
　また、図４に示す従来の曲げ剛性ｑは、４本継ぎの釣竿の例であり、竿の中央付近の竿
杆の継ぎにおける前後で剛性差を大きくすることにより、大きさ、重量及び引き具合が異
なる複数の対象魚種に対応させて、釣竿の調子を変える等の作用を得ている。この場合、
竿における撓みの頂部が２番竿から３番竿に移動する際に、大きな剛性の差に基づき、曲
がり具合が大きく変化して移動速度が大きく変わり、魚へ違和感を与えることとなる。
【００１８】
　この違和感により、釣られた魚が大きく暴れることとなる。このように、３番竿以降の
各竿杆の全体的な剛性をあげて、大きな対象魚に対応させようとするｑの剛性分布の場合
、魚へ違和感を与える。　
　これに対して、本実施形態による図４に示す曲げ剛性ｐは、釣竿全体の剛性をバランス
よく変化させることにより、小型サイズの魚種であっても釣竿全体で魚による引きを感じ
取ることができ、魚の引き寄せ及び溜めの良さの効果が得られる釣竿を提案している。
【００１９】
　このような曲げ剛性ｍ，ｐを実現する調整は、プリプレグを巻回して作成する従来の製
造方法を用いた場合、釣竿の全体的なバランスを取る必要があり、重量を軽くすることが
容易ではない。そこで、後述する実施形態の手法により、軽量化も実現する。
【００２０】
　以下に、図１、図２（ａ），（ｂ）及び図６を参照して、本実施形態の釣竿の構造につ
いて説明する。図１は、３本の竿杆による継ぎ竿を例としている。図２（ａ）は、釣竿の
断面構造を概念的に示し、図２（ｂ）は、規制部材の配置条件について説明するための図
である。図６は、実施形態の規制部を設けた釣竿における剛性の特性を示す図である。
【００２１】
　図２（ａ）に示すように、釣竿１は、竿先側から、穂先竿１１、２番竿１２及び元竿１
３が継がれて、一本の釣竿を構成している。この例では、２番竿１２に曲がり剛性を変更
するための規制部材１４，１５，１６を竿尻側から配置した構成である。規制部材１４－
１６は、樹脂材料を含浸したカーボン等の強化繊維を所定方向に配列して形成される樹脂
シート、所謂、プリプレグであり、釣竿の形成材料と同等である。
【００２２】
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　図２（ｂ）に示すように、規制部材１４－１６は、剛性を発生させるために繊維方向が
竿の長手方向と、例えば直交する方向に配列される釣竿と同様なプリプレグを、帯状に巻
回して形成する。尚、規制部材１４－１６の繊維方向は、直交方向に限定されるものでは
ない。設計仕様に応じて、繊維方向の角度は、自由に変更することができ、例えば、釣竿
の長手方向に沿った方向や、その長手方向に対して、交差する斜め方向、例えば４５度で
あってもよい。又は、規制部材１４－１６の繊維方向は一方向だけではなく、規制部材内
で２方向が交差するシートであってもよい。
【００２３】
　規制部材１４－１６は、竿の長手方向において同じ長さ（幅）Ｌと、径方向で同じ厚さ
ｔを有している。規制部材１４－１６は、例えば、長さＬは、１０－５０ｍｍ、厚さｔは
、０．０４－０．４ｍｍ程度の範囲内で、釣竿の設定条件（例えば、竿全長及び各竿杆の
長さ、所望する曲がりカーブ等）に照らし合わせて、適宜選択されて設定される。尚、規
制部材１４－１６の厚さｔは、設計時の竿調子を維持する剛性を生じさせる範囲内で選択
される。このように厚さｔを設定することにより、竿本体と規制部材との境における剛性
差を小さくすることで、魚の引きによる竿における撓みの頂部が穂先側から元竿側への移
動で曲げ剛性が大きく変化することを防止して、魚の引きに対する反動を抑えて、魚への
違和感を少なくして、魚を暴れさせることが防止できる。曲げ剛性の変化は、設計仕様に
より予め定めた変化の範囲内で、変化が徐々に大きくなる程度の幅、厚さの違いであって
もよい。
【００２４】
　本実施形態では、竿杆（釣竿）本体と竿杆に設けられた規制部材との剛性差は、釣竿の
設計条件にもよるが、釣竿全長が例えば、３．３ｍ－４．５ｍ程度の継ぎ竿において、竿
杆本体１００（％）とすると、規制部材１００．５～１００．１（％）程度（但し、継ぎ
目となる継合部を除く）の差を想定している。尚、これらは、一例であり、数値を限定す
るものではない。
【００２５】
　また、図２（ｂ）に示すように、厚さｔ及び長さＬがそれぞれに同じである、各規制部
材１４－１６における間隔Ｗ（ａ，ｂ，ｃ）は、竿尻側から竿先側に徐々に広がるように
、即ち、ａ≦ｂ≦ｃ≦ｄの間隔で配置する。これらの規制部材１４－１６は、厚さｔが薄
くなるほど、長さＬが短くなるほど、又は配置間隔Ｗが広がるほど、それぞれに釣竿に寄
与する剛性のレベルが低下する。
【００２６】
　図６には、本実施形態の釣竿における曲がり剛性を示している。ここでは、２番竿だけ
ではなく、元竿にも規制部材を設けた例である。この曲がり剛性の特性は、２番竿１２に
おいては、３箇所に規制部材１４－１６を配置することで、図６に示すように、設計本来
の竿の調子は変化させずに、３箇所の曲がり剛性が局所的に狭い振幅で大きくなっている
。
【００２７】
　このように複数箇所で剛性差を有する釣竿においては、魚の引き込みに対して、抵抗を
与えて、竿が伸されることを防止する。また、掛かった魚を取り込む状態を想定すると、
竿先を立てて、釣糸を引き寄せる際に、魚の引きによる竿における撓みの頂部が穂先側か
ら元竿側へ移動する。この時、釣竿本体から規制部材を配置した箇所に掛かると、釣竿の
曲がり剛性が増加して大きくなり、頂部の移動速度がやや遅くなり、タメが働き、釣糸が
引き寄せやすくなる。この引き寄せやすい箇所が複数に亘り配置されているため、竿の調
子を変えない程度に複数回のタメが発生し、竿全体の撓みから見ると、魚に違和感を与え
ずに、取り込みやすくなる。
【００２８】
　本実施形態は、竿全体的に渡り複数の箇所に規制部材を設けて、局所的に曲がり剛性が
僅かに差を持つように大きくすることで、これらの剛性差が釣竿全体の調子を変化させず
に、設計時の調子を維持しながら、曲げカーブにおける頂部の移動速度が遅くなり、竿の
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調子を維持する剛性を生じさせる範囲内の厚みで形成される。よって、本実施形態は、引
用文献１のように調子を変更する、例えば、胴調子の釣竿を先調子の釣竿に変更するもの
ではない。
【００２９】
　次に、図５を参照して、複数箇所で剛性差を有する釣竿の製造方法について説明する。
　
　まず、心棒となるマンドレル２１に対して、接着剤を塗布した台形形状を成すプリプレ
グ２２，２３を順次、隙間がないように重ねて巻回する。この時、プリプレグ２２とプリ
プレグ２３とのカーボン繊維の配列方向が直交する方向（９０度差）となるように、プリ
プレグ２２は、平面上における垂直方向のカーボン繊維配列とし、プリプレグ２３は、水
平方向のカーボン繊維配列とする。
【００３０】
　次に、プリプレグ２２と同じカーボン繊維の配列方向のプリプレグ２４を重ねて巻回す
る際に、前述した規制部材となる矩形シートの規制部材（プリプレグ）１４，１５，１６
の一部を挟み込み、巻回する。また同時に、プリプレグ２４を巻回する際に、両端の継合
部に対して、３角形状を成す補強プリプレグ２５を巻回する。このような補強を行うこと
で、図６に示すような曲げ剛性の特性が得られる。
【００３１】
　以上説明した実施形態によれば、規制部材を配置することにより、軽量且つ十分な剛性
を有している。竿小型サイズで引きがあまり強くない魚であっても好適する図３，４にお
ける曲げ剛性ｍ，ｐでありながら、且つ先と竿尻における剛性差を大きく取らなくとも、
大型サイズの引きの強い魚に対しても伸されることなく、十分に対応して取り込むことが
できる。
【００３２】
　３番竿以降の各竿杆の全体的な剛性をあげることなく、継ぎ竿であっても全体的に剛性
差が小さい剛性分布の変化により、魚の取り込み時における引きに抗する変動が小さくで
き、幅広いサイズの魚を対象として、違和感を与えることなく、取り込まれる魚が暴れる
ことを抑制できる。また、釣行の対象魚に応じた穂先の交換が不要であり、差し替えに伴
う釣糸の張り直し（ガイド通し）が不要である。
【００３３】
　以下に前述した実施形態の変形例について説明する。　
　前述した規制部材は、矩形のシートであったがこれに限定されない。例えば、三角形シ
ートを用いて、一片を竿杆に付けて巻回することにより、断面が頂部を有する３角形状に
形成することができる。これは、例えば、へら竿に適用した場合には、従来の竹製竿のよ
うに、節形状に形成することにより、和竿の風格を再現することができる。また、他にも
台形形状や５角形のホームベース（ベースボール）形状等、種々の形状を形成することが
できる。
【００３４】
　また、カーボン繊維の配列方向においては、竿の長手方向と平行する配列方向と、これ
と直交する方向の配列の組み合わせについて説明したが、並列した一方向が直交する配列
に限定されるものではなく、竿の長手方向に対して、斜め方向でクロスさせた配列でも採
用することができる。
【符号の説明】
【００３５】
　１…釣竿、１１…穂先竿、１２…２番竿、１３…元竿、１４，１５，１６…規制部材、
２１…マンドレル、２２，２３，２４…プリプレグ、２５…補強プリプレグ。
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